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   大阪狭山市狭山ニュータウン地区再生連絡協議会規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大阪狭山市附属機関設置条例（平成２５年大阪狭山市条例第６号。

以下「条例」という。）第３条の規定に基づき、大阪狭山市狭山ニュータウン地区再

生連絡協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営について必要な事項を定め

るものとする。 

（組織） 

第２条 協議会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

⑴ 市民 

⑵ 識見を有する者 

⑶ 関係団体を代表する者 

⑷ 関係事業者 

⑸ 関係行政機関を代表する者 

⑹ その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

資料 １ 
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 (部会) 

第６条 会長が必要と認めるときは、協議会に部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指名する委員で組織する。 

３ 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理し、部会における調査、協議等の状況及びその結果を

協議会に報告するものとする。 

５ 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条中「協議会」とあ

るのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。 

（関係者の出席） 

第７条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明若しくは

意見を聴き、又は資料の提供を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、政策推進部において処理する。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が定める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 （規則の廃止） 

２ 大阪狭山市狭山ニュータウン地区活性化指針策定委員会規則（平成３０年大阪狭山

市規則第２号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この規則の施行後及び委員の任期の満了後、最初に行われる協議会の会議の招集

は、第５条第１項の規定にかかわらず、市長が行う。 
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大阪狭山市狭山ニュータウン地区再生連絡協議会委員名簿 

規則第２条 氏 名 所属・役職 

１号 市民 
金谷 雅夫  

山口 弥生 

２号 
識見を有する

者 

上甫木 昭春 大阪府立大学 名誉教授 

久 隆浩 
近畿大学総合社会学部 環境・まちづくり

系専攻 教授 

３号 
関係団体を代

表する者 

吾妻 孝 特定非営利活動法人南中学校区円卓会議 

菊屋 英一 大阪狭山市地区長会 

中嶋 芳彦 大阪狭山市商工会 

疋田 正信 大阪狭山市民生委員児童委員協議会 

松本 節子 大阪狭山市青少年指導員会 

宮下 治晃 社会福祉法人大阪狭山市社会福祉協議会 

４号 関係事業者 

秋元 克之 南海バス株式会社 企画部 企画課長 

芝辻󠄀 徹 大阪第一交通株式会社 代表取締役 

嶌岡 智基 
南海電気鉄道株式会社 まちづくり創造

室 沿線価値創造部 課長 

藤原 昭彦 近畿大学医学部・病院運営本部長 

５号 
関係行政機関

を代表する者 
三崎 信顕 

大阪府住宅まちづくり部 まちづくり戦

略室 副理事 

委員１５名（敬称略／区分ごと五十音順） 

 


